
①

　

十
勝
川
白
鳥
ま
つ
り
彩
凛
華

®

は
、
お
よ
そ
３
０
０
基
の
光
の

オ
ブ
ジ
ェ
が
十
勝
川
温
泉
の
凍
て
つ
く
大
地
を
鮮
や
か
に
、
そ
し

て
、
温
か
に
照
ら
し
出
す
「
光
と
音
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ッ
ク
シ
ョ
ー
」

で
す
。

彩彩
さ い り ん かさ い り ん か

凛華凛華®®

第３３回十勝川白鳥まつり第３３回十勝川白鳥まつり
とと　　きき
１月２７日㈯～２月１８日㈰１月２７日㈯～２月１８日㈰
午後７時～９時午後７時～９時

ところところ
十勝が丘公園十勝が丘公園（十勝川温泉北１４丁目）（十勝川温泉北１４丁目）

②

③

イ
ベ
ン
ト
維
持

イ
ベ
ン
ト
維
持

協
力
金
に
つ
い
て

協
力
金
に
つ
い
て

　

今
年
か
ら
音
更
町
在
住
以
外
の

人
は
、
入
場
時
に
イ
ベ
ン
ト
維
持

協
力
金
と
し
て
５
０
０
円
（
中
学

生
以
上
）
を
い
た
だ
き
ま
す
。

　

音
更
町
在
住
の
人
は
、
公
的
身

分
証
明
書
の
提
示
を
お
願
い
し
ま

す
。

　

そ
の
他
、
十
勝
川
温
泉
（
観
光

協
会
加
盟
施
設
）
宿
泊
者
、
小
学

生
以
下
は
無
料
と
な
り
ま
す
。

今
回
の
見
ど
こ
ろ

今
回
の
見
ど
こ
ろ

　

メ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト
は
、
広
大
な

雪
原
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
「
光
と

音
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ッ
ク
シ
ョ
ー

（
写
真
①
）」
で
す
。
幻
想
的
に
表

情
を
変
え
る
無
数
の
光
は
、
寒
さ

を
忘
れ
る
ほ
ど
感
動
的
で
す
。

　

会
場
内
に
あ
る
光
の
ト
ン
ネ
ル

（
写
真
④
）
を
抜
け
る
と
、
飲
食

が
で
き
る
休
憩
ス
ペ
ー
ス
「
ア
イ

ス
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
」
が
あ
り
ま
す
。

　

会
場
と
道
の
駅
ガ
ー
デ
ン
ス
パ

十
勝
川
温
泉
を
結
ぶ
小
道
を
幻
想

的
な
光
で
演
出
す
る
「
光
の
ア
リ

ー
（
写
真
②
）」
に
は
、
今
年
も

「
冬

ふ
ゆ
ざ
く
ら桜

（
写
真
③
）」
や
「
光
の
動

物
（
写
真
⑤
）」
を
設
置
し
ま
す
。

人
工
的
に
製
作
し
た
満
開
の
桜
の

木
を
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
し
た
そ
の
姿

は
フ
ォ
ト
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
お
勧

め
で
す
。

　

ま
た
、
会
場
内
で
は
、
ラ
イ
ト

ア
ッ
プ
し
た
「
光
の
オ
ブ
ジ
ェ

（
写
真
⑥
）」
を
設
置
す
る
ほ
か
、

光
の
森
を
駆
け
抜
け
る
ス
ノ
ー
ラ

フ
テ
ィ
ン
グ
（
有
料
）
や
、
さ
さ

や
か
な
景
品
が
当
た
る
ス
タ
ン
プ

ラ
リ
ー
（
有
料
）
を
開
催
し
ま
す
。

駐
車
場
に
つ
い
て

駐
車
場
に
つ
い
て

◦�

会
場
内
駐
車
場
…
無
料

◦�

道
の
駅
ガ
ー
デ
ン
ス
パ
十
勝
川

温
泉
駐
車
場
…
無
料
（
徒
歩
７

分
、
光
の
ア
リ
ー
最
寄
り
）

◦�

も
ー
る
の
森
こ
ど
も
園
西
側
駐

車
場
…
無
料
（
徒
歩
５
分
）

問 

合
先　

音
更
町
十
勝
川
温
泉
観

光
協
会
☎
・
℻
３２

－

６
６
３
３
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昼
の
十
勝
川
温
泉
も
魅
力
が
盛

り
だ
く
さ
ん
で
す
。

　

道
の
駅
ガ
ー
デ
ン
ス
パ
十
勝
川

温
泉
は
、
水
着
や
無
料
レ
ン
タ
ル

の
湯
あ
み
着
で
モ
ー
ル
温
泉
を
楽

し
む
ス
パ
の
ほ
か
、
飲
食
店
や
マ

ル
シ
ェ
も
あ
っ
て
一
日
中
楽
し
め

ま
す
（
ス
パ
以
外
は
入
場
無
料
）。

　

ま
た
、
十
勝
エ
コ
ロ
ジ
ー
パ
ー

ク
で
は
「
ウ
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ス
ｉｎ

エ
コ
パ
」
を
３
月
３１
日
㈰
ま
で
開

催
し
て
い
ま
す
。

　

積
雪
時
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ア

ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
が
開
催
さ
れ
、
中

で
も
、
エ
コ
パ
内
の
森
林
や
平
原

を
探
索
で
き
る
ス
ノ
ー
ラ
フ
ト
ツ

ア
ー
（
有
料
）
が
人
気
で
す
。

　

そ
の
他
に
も
、
距
離
別
の
コ
ー

ス
が
用
意
さ
れ
た
ク
ロ
ス
カ
ン
ト

リ
ー
ス
キ
ー
や
ス
ノ
ー
シ
ュ
ー
で

歩
く
冬
の
フ
ッ
ト
パ
ス
（
ど
ち
ら

も
コ
ー
ス
利
用
は
無
料
、
道
具
レ

ン
タ
ル
有
料
）
な
ど
が
楽
し
め
ま

す
。

　

た
っ
ぷ
り
外
で
遊
ん
だ
後
は
、

温
か
い
飲
み
物
や
ソ
フ
ト
ク
リ
ー

ム
な
ど
十
勝
川
温
泉
グ
ル
メ
を
味

わ
い
、
疲
れ
た
体
を
癒
や
し
ま
せ

ん
か
。

問 

合
先　

道
の
駅
ガ
ー
デ
ン
ス
パ

十
勝
川
温
泉
☎
４６

－

２
４
４
７
、

　

 

十
勝
エ
コ
ロ
ジ
ー
パ
ー
ク
財
団

☎
３２

－

６
７
８
０

昼
は
ガ
ー
デ
ン
ス
パ
や

昼
は
ガ
ー
デ
ン
ス
パ
や

エ
コ
パ
で
遊
ぼ
う

エ
コ
パ
で
遊
ぼ
う

　

十
勝
ネ
イ
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー

は
、
ス
ノ
ー
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ
（
写

真
⑦
）
と
、
ス
ノ
ー
モ
ー
ビ
ル
シ

ョ
ー
ト
ツ
ア
ー
（
写
真
⑧
）
を
行

い
ま
す
（
有
料
）。

◆
ス
ノ
ー
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ

　

専
用
の
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ト

に
乗
っ
て
コ
ー
ス
を
巡
回
し
ま
す
。

の
ん
び
り
回
り
た
い
人
、
飛
ん
だ

り
跳
ね
た
り
振
り
回
さ
れ
た
い
人
、

ご
希
望
に
応
じ
て
楽
し
め
ま
す
。

◆ 

ス
ノ
ー
モ
ー
ビ
ル
シ
ョ
ー
ト
ツ

ア
ー

　

雪
上
で
は
最
も
機
動
性
が
高
い

ス
ノ
ー
モ
ー
ビ
ル
。
特
設
コ
ー
ス

を
設
置
し
、
自
分
で
運
転
し
て
周

遊
で
き
ま
す
。

▽
料　

金

◦�

ス
ノ
ー
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ
…
千
円

◦�

ス
ノ
ー
モ
ー
ビ
ル
シ
ョ
ー
ト
ツ

ア
ー
…
８
千
円

▽
開
催
時
期　

３
月
中
旬
ま
で

※
積
雪
状
況
に
よ
り
変
更
あ
り
。

▽ 

開
催
場
所　

十
勝
川
温
泉
白
鳥

飛
来
地
（
ア
ク
ア
パ
ー
ク
）

問 

合
先　

十
勝
ネ
イ
チ
ャ
ー
セ
ン

タ
ー
☎
３２

－

６
１
１
６

冬
の
ア
ウ
ト
ド
ア
体
験

冬
の
ア
ウ
ト
ド
ア
体
験

④

⑤

⑥

⑧ ⑦
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　子どもの健やかな成長と子育て世帯および妊娠した人の生活支援を行うことを目的に給付金を支給

します。

▽対象者　次のいずれかに該当する人

①�令和５年１２月１日現在、音更町に住民票がある１８歳までの子ども（平成１７年４月２日から令和５年

１２月１日までに生まれた子ども）を養育している人

②�令和５年度中に音更町に妊娠届を提出し、令和５年１２月１日現在で妊婦である人または令和６年３

月３１日までに音更町に転入してきた妊婦

▽支給額　子ども・妊婦１人当たり１万円

▽申請方法

◦�①の人のうち、令和５年１２月１日現在、音更町から児童手当を受

給している人は原則、手続きは不要です（児童手当登録口座へ振

り込み）。

◦�①の人のうち、令和５年１２月１日現在、音更町から児童手当を受

給していない人（公務員世帯、高校生のみを養育している世帯、

所得上限限度額を超えたため、令和５年度の児童手当を受給して

いない世帯）は申請が必要ですので、後日送付される申請書をご

確認の上、申請してください。

◦�②の人のうち、令和５年１２月１日現在で出産した人は、①に該当するため手

続きは不要です。

◦�②の人のうち、令和５年１２月１日現在で出産していない人で、音更町出産応

援給付金の手続きをされた人は、その口座へ振り込みます。出産応援給付金

の手続きをされていない人は申請が必要ですので、後日送付される申請書を

ご確認の上、申請してください。

▽  その他　本給付金の手続きは、オンラインでも行うことが可能です。後日送

付される案内文書に表示されている二次元バーコードにて手続きを行うこと

ができます。

問合先　役場子ども福祉課子ども福祉係（内線５３２）

　町は、物価高騰による家計への影響が大きい子育て世帯や低所得世帯などの生活を支えるため、国の「物

価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、支援事業を実施します。

 子育て世帯と妊婦に対し給付金を支給します 子育て世帯と妊婦に対し給付金を支給します

　生活を支えるための　生活を支えるための

物価高騰対策事業を実施します物価高騰対策事業を実施します
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　飼料価格の高騰が畜産経営に大きな影響を及ぼしていることから、畜産農家の負担軽減と経営の安

定を図るため、飼養規模に応じて支援金を交付します。

▽対象者　町内で畜産業を営んでいる人

▽  対象家畜　２月１日現在の家畜伝染病予防法に基づく定期報告による家畜の種

類および頭（羽）数を基本とし、畜産業の対象としているもの。

▽  支給額　対象家畜の頭（羽）数に応じて、支援金を交付します。ただし、交付

額が１００万円を超える場合は１００万円、５万円を下回る場合は５万円とします。

▽  申請方法　対象者には、２月上旬に文書を送付する予定です。

問合先　役場農政課畜産係（内線７２６）

種類 金額 備考

牛 １頭当たり１，０００円 乳牛、肉牛、月齢は問わない

馬 １頭当たり１，０００円 種馬、繁殖馬は問わない

豚 １頭当たり２００円

めん羊・山羊など １頭当たり２００円

家きん １羽当たり１０円 月齢は問わない

 低所得世帯に対し給付金を支給します 低所得世帯に対し給付金を支給します

 畜産農家に対し支援金を支給します 畜産農家に対し支援金を支給します

▲

支援金の詳細について

　物価高騰に伴う低所得世帯の経済的な負担を軽減するために給付金を支給します。

１　住民税非課税世帯追加分

▽対象世帯

①令和５年度住民税均等割が非課税の世帯

②令和５年１２月１日現在、本町に住民登録のある世帯

※�上記の条件を満たしていても、住民税が課税されている人の扶養親族のみで構成される世帯などは

支給対象となりません。また、令和５年夏ごろに実施した３万円の給付金で対象となっていた場合

でも、対象外となることがあります。

▽支給額　１世帯７万円

▽ �申請方法　対象となる可能性のある世帯には、１月１１日付けで文書を送付しています。

２　住民税均等割課税世帯分

▽対象世帯

①�令和５年度住民税所得割が非課税で、少なくとも１人は均等割が課税されている世帯

②令和５年１２月１日現在、本町に住民登録のある世帯

※�上記の条件を満たしていても、住民税が課税されている人の扶養親族のみで構成される世帯などは

支給対象となりません。

▽支給額　１世帯１０万円

▽申請方法　対象となる可能性のある世帯には、２月中旬に文書を送付する予定です。

３　子ども加算分

▽対象世帯　１の住民税非課税世帯追加分または２の住民税均等割課税世帯分の支給を受ける世帯

▽支給額　子ども１人当たり５万円

▽申請方法　対象世帯には、３月中旬に文書を送付する予定です。

問合先　役場福祉課福祉係（内線５２２）
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確
定
申
告
・
町
道
民
税
の

確
定
申
告
・
町
道
民
税
の申

告
が
始
ま
り
ま
す

申
告
が
始
ま
り
ま
す

　

所
得
税
・
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
や
町
道
民
税
の
申
告
の
時
期
が
近
づ
い
て
き
ま
し

た
。
申
告
し
た
内
容
は
、
町
道
民
税
の
ほ
か
、
国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、

介
護
保
険
料
な
ど
の
計
算
の
基
礎
資
料
に
な
り
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
申
告
期
間
に
よ
っ
て
受
付
会
場
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
お
間
違
え
の
な
い
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。
ま
た
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
を
利
用
す
る
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
や
郵
送
に
よ
る
申
告

も
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　町で受け付ける確定申告は、給与・年金所得のみの人が

対象です。住宅借入金等特別控除を受けるための申告、令

和４年以前分の申告は、帯広税務署またはｅ－Ｔａｘなどで行

ってください。

申告期間
（土・日曜日、祝日を除く）

受付会場 受付時間

２月１日㈭～２月９日㈮  総合福祉センター

　　午前９時～

　　午後４時　
２月１４日㈬～３月４日㈪  木野コミセン

３月６日㈬～３月１５日㈮  共栄コミセン

※２月１３日㈫および３月５日㈫は受け付けできません。

※�役場税務課と木野支所では受け付けできません。混雑

状況により、長時間お待ちいただく場合があります。

また、待合室が混雑した場合は、自家用車などでお待

ちいただく場合があります。なお、受付会場の開館時

間は、いずれも午前９時です。

受付会場と申告期間

　

確
定
申
告

　

所
得
税
は
申
告
納
税
で
あ
る
た

め
、
自
分
で
確
定
申
告
書
を
作
成

し
、
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

確
定
申
告
書
の
用
紙
な
ど
は
、

税
務
署
や
役
場
税
務
課
住
民
税
係
、

木
野
支
所
に
備
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ

ー
」
を
利
用
す
る
と
、
自
動
計
算

で
簡
単
に
作
成
で
き
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
町
の
申
告
会
場
で
確
定

申
告
を
し
た
場
合
、
還
付
金
を
受

け
取
る
ま
で
１
カ
月
半
か
ら
２
カ

月
程
度
か
か
り
ま
す
が
、
自
宅
か

ら
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
し
た
場
合

は
、
３
週
間
程
度
で
還
付
さ
れ
ま

す
。

　

確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば

　

な
ら
な
い
人

◦�

給
与
所
得
者
で
年
末
調
整
を
し

て
い
な
い
人

◦�

給
与
所
得
者
で
年
末
調
整
さ
れ

た
給
与
以
外
に
も
給
与
収
入
や

年
金
所
得
、
不
動
産
所
得
な
ど

が
あ
り
、
そ
の
合
計
額
が
２０
万

円
を
超
え
る
人

◦�

事
業
を
し
て
い
る
人
、
不
動
産　

収
入
の
あ
る
人
、
土
地
や
建
物　

を
売
っ
た
人
な
ど

　

 

確
定
申
告
で
所
得
税
・
復
興
特

別
所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
可
能

性
が
あ
る
人

◦�

年
の
途
中
で
退
職
し
た
人
で
年

末
調
整
を
し
て
い
な
い
人

◦�

自
分
自
身
や
家
族
の
た
め
に
医

療
費
を
支
払
っ
た
人

　

公
的
年
金
な
ど
を

　

受
給
し
て
い
る
皆
さ
ん
へ

　

公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額
の

合
計
額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
、

か
つ
、
公
的
年
金
な
ど
の
雑
所
得

以
外
の
所
得
金
額
が
２０
万
円
以
下

で
あ
る
場
合
、
確
定
申
告
は
不
要

で
す
。
こ
の
場
合
で
も
、所
得
税
・

復
興
特
別
所
得
税
の
還
付
を
受
け

る
た
め
の
確
定
申
告
書
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※ 

確
定
申
告
が
不
要
で
も
、
町
道

民
税
の
申
告
が
必
要
な
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　

町
道
民
税
の
申
告

◆ 

申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

人

　

令
和
６
年
１
月
１
日
現
在
、
音

更
町
に
在
住
し
、
令
和
５
年
１
月

～
１２
月
中
に
所
得
が
あ
っ
た
人

※ 

国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
る
人

は
、
保
険
税
や
保
険
料
の
算
定

な
ど
の
た
め
に
、
所
得
が
な
い

人
（
遺
族
年
金
や
障
害
年
金
の

受
給
者
を
含
み
ま
す
）
で
も
申

告
が
必
要
で
す
。

※ 

申
告
が
な
い
場
合
、
軽
減
な
ど

の
措
置
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。

※ 

年
金
収
入
の
み
で
医
療
費
や
扶　

養
な
ど
の
控
除
を
追
加
す
る
場　

合
は
申
告
が
必
要
で
す
。

◆
申
告
が
不
要
な
人

◦�

勤
務
先
で
年
末
調
整
を
し
て
い

て
、
他
の
所
得
や
追
加
す
る
所

得
控
除
な
ど
が
な
い
人

◦�

所
得
税
・
復
興
特
別
所
得
税
の

確
定
申
告
を
す
る
人

問 

合
先

　

 

還
付
申
告
、
所
得
税
・
復
興
特

別
所
得
税
に
つ
い
て
…
帯
広
税

務
署
☎
２４

－

２
１
６
１

　

 

申
告
や
町
道
民
税
に
つ
い
て
…

役
場
税
務
課
住
民
税
係
（
内
線

５
７
９
）
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確定申告・町道民税の申告に必要な書類など確定申告・町道民税の申告に必要な書類など
（控えが必要な場合は、事前にコピーを取ってからご来場ください）（控えが必要な場合は、事前にコピーを取ってからご来場ください）

収入を証明するもの
◦給与や年金の源泉徴収票の原本

※添付の義務はありませんが、申告書の作成に必要ですので、必ず持参してください。

控除を証明するもの　　　（原本を添付または提示）

社会保険料控除
◦�国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の領収書（令和５年１月～１２月

支払分）、国民年金保険料控除証明書など

生命保険料控除 ◦生命保険料控除証明書

地震保険料控除
◦地震保険料控除証明書

◦平成１８年までに締結した長期損害保険の控除証明書

障害者控除

◦身体障害者手帳、療育手帳など

◦�障害者控除対象者認定書（６５歳以上の介護保険の要介護認定者のうち、町が認めた人

に発行する認定書です。保健センター内高齢者福祉課介護保険係へ申請が必要です）

医療費控除

◦�医療費控除の明細書（令和５年１月～１２月に支払った医療費について、医療を受けた

人、病院・薬局ごとに合計金額を計算しておいてください）

※ 医療費控除の明細書がない場合は申告を受け付けられませんので、作成の上、必ずご

持参ください。領収書の添付は不要です。領収書はご自宅で５年間保管してください。

※�医療費通知（医療費のお知らせなど）を添付すると、当該通知分の明細の記入を省略

できます。

※�高額療養費や生命保険契約などに基づく給付金の支給がある場合は、支給分を差し引

く必要があります。

※�医療費控除の申告は、あくまで多額な医療費を負担した人の税金を軽減する制度です。

高額療養費制度のような医療費自体の払い戻しではありませんのでご注意ください。

寄附金（税額）控除 ◦寄附先発行の領収書など

扶養控除
◦�国外に居住している人を扶養している場合は、親族関係書類などが必要になりますの

で、事前にお問い合わせください。

税金が還付になる場合 ◦本人名義の振込先口座の分かるもの（預金通帳など）

その他必要なもの

◦前年の申告書などの控え(可能な限り)

◦�電子申告用・利用者識別番号通知書など当該番号が分かるもの（番号取得済みの人の

み）

◆確定申告会場の開設期間などについて

△  

開設期間　２月１６日㈮～３月１５日㈮の平日、午

前９時～午後４時

※�還付申告は、開設期間前でも行うことができま

す。

※�確定申告会場の混雑緩和のため、会場への入場

には「入場整理券」（会場で当日配布または国税

庁公式ＬＩＮＥアカウントで事前発

行）が必要となります。

△  

申告会場　帯広税務署（帯広市西

５条南８丁目、帯広第２地方合同

庁舎１階）

◆マイナンバーの記載について

　申告をする人や扶養親族のマイナンバーの記載

が必要になります。また、マイナンバーを記載し

た申告書を提出する際は、申告者本人の本人確認

書類の提示または写しの添付が必要です。

※�本人以外（控除対象配偶者、扶養親族および事

業専従者など）の本人確認書類は不要です。

△

本人確認書類の例

◦�マイナンバーカード

◦�通知カード＋運転免許証、公的

医療保険の被保険者証など

問合先　帯広税務署☎２４－２１６１

帯広税務署からのお知らせ帯広税務署からのお知らせ

▲ 国税庁公式
ＬＩＮＥアカ
ウント
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　町は、暗証番号の設定や管理に不安のある人が、安心してマイナンバーカードを利用できるよう、カ

ードによる本人確認方法を機器による顔認証または目視に限定した「顔認証マイナンバーカード」の申

請を受け付けています。顔認証マイナンバーカードの利用は「健康保険証」や「本人確認書類」に限定

され、カードの追記欄に、医療機関などで区別できるよう「顔認証」と記載されます。

問合先　役場町民課（内線５５７）

出張申請サポートのお知らせ出張申請サポートのお知らせ
　町職員が指定の場所に出向きマイナンバーカードの申請をお手伝いします。希望する
場合は、役場町民課（内線５５７）までお問い合わせください。町内に住所があり、企業、
学校、町内会や老人会、サークルなどのおおむね５人以上の集まりが対象です。

顔認証マイナンバーカードについて顔認証マイナンバーカードについて

申請できる人
顔認証マイナンバーカードを希望する人（すでにマイナンバーカードをお持ちの人も、

これからマイナンバーカードを申請する人も、申請して取得することができます）

申請場所 役場町民課または木野支所

持ち物
◦マイナンバーカード（すでにお持ちの人）

◦本人確認書類（これからマイナンバーカードを申請する人）

◦本人確認書類としての利用

◦健康保険証としての利用

◦コンビニエンスストアなどでの証明書の交付

◦マイナポータルでの手続き

◦その他のオンライン手続き

※�顔認証マイナンバーカードでは、暗証番号の入力が必要なサービスは利用できません。

利用できる

サービス

利用できない

サービス

スマートフォンで住民票の写しと印鑑証明書を取ることができますスマートフォンで住民票の写しと印鑑証明書を取ることができます

　スマホ用電子証明書を搭載したスマートフォンを使って、全国のローソンおよびファミリーマー

トで「住民票の写し」と「印鑑証明書」を受け取ることができるようになりました。マイナンバー

カードを持ち歩くことなく証明書を取得できますので、ぜひご利用ください。

◦�スマホ用電子証明書搭載サービスおよび対応しているスマートフォンについては、下記の２次元

コードからご確認ください。

◦�Ａｎｄｒｏｉｄ端末の一部の機種で利用できます（ｉＰｈｏｎｅ

の対応時期は未定です）。

◦�他のコンビニエンスストアなどにおけるサービス開始日は未定です。

※�顔認証マイナンバーカードをお持ちの人は、このサービスを利用

できません。
▲ スマホ用電子証明

書搭載サービス
▲ 対応しているス

マートフォン

顔認証　令和〇年〇月〇日 印
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新型コロナワクチン接種について

　今月号では、１月１２日時点でのワクチン接種の最新情報をお知らせします。

問合先　保健センター内健康推進課（音更町コロナ専用ダイヤル）☎０５７０－０８０－３９６

新型コロナワクチンについての問い合わせや情報はこちら

　ワクチン接種は強制ではありません。ワクチンの効果と副反応のリスク双方について理解し、ご本人

が納得した上で接種を判断してください。

◦音更町コロナ専用ダイヤル　☎０５７０－０８０－３９６

※�平日の午前８時４５分～午後５時３０分。ナビダイヤルで通常の通話料金が発生します。

◦北海道新型コロナワクチン接種相談センター　☎０１２０－３０６－１５４

※午前９時～午後５時３０分。土・日曜日、祝日も受け付け可能です。

ワクチンに関する情報サイト

▲厚生労働省 ▲北海道 ▲音更町

新型コロナワクチン接種の検討について

▲有効性・安全性・
　副反応について

▲接種予約受付
　サイト

◆１月１２日現在の秋開始接種実施状況

対象 接種回数 合計

全体（対象者） ７，６２３回 １７．５％

うち６５歳以上 ６，１０９回 ４７．７％

◆令和６年度以降の新型コロナワクチン接種について

　令和６年度以降の新型コロナワクチン接種は、個人の重症化予防を目的

とし、インフルエンザ予防接種と同じ定期接種（Ｂ類)として実施します。

対象者は、６５歳以上の高齢者、６０歳～６４歳の基礎疾患を有し重症化リス

クがある人とし、年１回秋冬の時期に接種が予定されています。なお、対

象者以外でも任意接種として接種が可能です。

　令和３年５月から開始した無料で受けられる新型コロナワクチン接種は、３月末をもって終了しま

す。接種を希望する人は、下記の二次元コードから接種予約受付サイトにアクセスし、予約をしてくだ

さい。

※接種券については町ホームページでご確認ください。

※�秋開始接種（令和５年９月２０日以降の追加接種）は、１人１回まで接種を受けることが

できます。

ワクチン接種についての重要なお知らせワクチン接種についての重要なお知らせ
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▽  と　き　２月３日㈯、午後２時～３時３０分

※講演後、質疑応答の時間を設けます。

▽ところ　共栄コミセン　大集会室

▽   講　師　立教大学名誉教授　浅井　春夫さ
ん

▽  演　題　リプロダクティブ・ヘルス / ライツに

ついて考えよう

▽入場料　無料

▽定　員　７０人（先着順）

※�託児、手話通訳を希望する人は、必ず事前にお

申し込みください。

▽  申込方法　次のいずれかの方法で、２月１日㈭

までに申し込んでください。

①�電話…役場企画課に電話で申し込んでください。

②�インターネット…右記の二次元バ

ーコード（または、https://www.

harp.lg.jp/CzE4WZ5P か ら ア ク セ

ス）から申し込んでください。

※オンラインによる受講も可能です。

③�ファクス…役場企画課、木野支所、各コミセン

などに備えてある講演会チラシの裏の申込用紙

に必要事項をご記入の上、送信してください。

申�込・問合先　役場企画課企画調整係（内線２１３）、

℻４２－２１１７

　

　京都府南丹市出身。日本福祉大学大学院（社会

福祉学専攻）を修了。東京の児童養護施設で１２年

間、児童指導員として勤務。その後、白梅学園短

大保育科に７年間、立教大学コミュニティ福祉学

部で１９年間勤務（２０１７年３月定年退職）。専門分

野は、児童福祉論、セクソロジ－（人性学）。性

教育、戦争孤児の戦後史研究、社会福祉政策論、

児童福祉実践論、子ども虐待、子どもの貧困など

が研究課題。

　著書に『性教育はどうして必要なんだろう？』、

『コウノトリがはこんだんじゃないよ！』、『Ｑ＆

Ａ�性の多様性・トランスジェンダー・包括的性

教育』『パンでわかる包括的性教育』などがある。

　話題の図書『パンでわかる包括的性教育』の著者の一人で、テレビなど数々のメディアに出演してい

る浅井春夫立教大学名誉教授の講演会を開催します。

　日本では「性と生殖に関する健康と権利」と訳されている「リプロダクティブ・ヘルス / ライツ」。

まだ耳慣れない人も多いのではないでしょうか。性や妊娠、新生児などのことについて、一緒に学びま

せんか。

男女共同参画講演会男女共同参画講演会

「リプロダクティブ・ヘルス/ライツに「リプロダクティブ・ヘルス/ライツに
ついて考えよう」を開催しますついて考えよう」を開催します

講演会情報講演会情報 講師プロフィール講師プロフィール

▲�申し込み
フォーム
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　町は、町内会や老人クラブ、子ども会、スポー

ツ少年団などの団体が協力して行う資源回収に対

し、回収量に応じて奨励金を支給しています。

　資源集団回収は、ごみ分別の意識向上と地域の

コミュニティづくりのほか、団体の活動資金づく

りにも役立ちます。資源集団回収を始めてみませ

んか。

▽資源とは

�　�家庭から排出される資源ごみのうち、再生利用

できる紙類、缶類、びん類をいいます。

※事業所が排出するものは対象外です。

▽資源集団回収の進め方

①総会や役員会などで話し合い

　�各団体の総会や役員会などで資源集団回収を始

めることが決まったら、活動方法について次の

ことを確認してください。

◦どのくらいの頻度で行うか

　�月何回、年何回などの回収計画を立ててください。

◦�どこに集めるか

　�集積場所を決めてください。集積場所は分かり

やすく、交通の妨げにならない場所を選んでく

ださい。

◦担当者を誰にするか

　�担当者を決めてください。また、団体内で手伝

いなどの役割分担を決めましょう。

※�活動の取り組みについては十分に話し合うこと

が大切です。地域や団体の状況にあった無理の

ない方法を決めてください。

◦回収業者をどこにするか

　�回収業者は、次の資源回収協力業者から選定し、

日時・場所・方法などを相談してください。

・�㈲音更環境管理センター（音更町木野大通東１３丁

目３番地６、☎３０－６０００）

・�紙商中河（帯広市西２４条南２丁目５番地、☎３７

－３１８４）

・�㈲清野商店（帯広市西１５条南１丁目２番地２、☎

３４－６３７１）

・�高橋古物店（音更町大通１２丁目１番地、☎４２－

２２２７）

・�㈲タナベ（帯広市西２３条北４丁目１番地２、☎

６７－１１２３）

・�所商事（帯広市東１０条南３丁目１番地、☎２３－

７６２９）

・�㈲中河商店（帯広市西２２条北１丁目５番地４、

☎３７－７７８８）

・�㈲ハッピー商会（帯広市西２５条北２丁目２番地、

☎３７－６２８８）

・�マルハチ清掃㈱（帯広市西２１条北１丁目３番地、

☎３７－６８８８）

・�㈱もっかいトラスト帯広営業所（帯広市西２０条

北１丁目６番地１４、☎３６－８４３６）

・�㈲岩野商事（幕別町札内みずほ町３２６－２９、☎

５５－６７１１）

②活動団体として登録

　�活動を始める前に、役場環境生活課に「資源回

収団体登録申請書」を提出し、団体の登録をし

てください。

　�登録申請書は役場環境生活課に備えてあります

ので、奨励金を受け取る団体の口座番号（個人

口座は不可）を用意し、窓口へお越しください。

③団体内への周知

　�多くの人に参加してもらえるよう団体内へ回覧

板やチラシなどにより、回収日時、集積場所、

出し方（対象品目）などを周知してください。

④回収業者への資源物引き渡し

　�回収業者へ資源物を引き渡す際は、団体の担当

者が立ち会って数量などの確認を行い、資源物

の売却代金を受け取ってください。

　�また、回収量に応じて町から奨励金が支給され

ますので、引き渡しの際は必ず「実施報告書」

に数量や金額などを記入し、署名してください。

⑤奨励金の支払い

　�奨励金は、１月から１２月までの期間の活動に対

し、翌年の２月末にまとめて、登録された口座

に振り込みます。

　�奨励金の額は、回収業者への引き渡し量１㌔当

たり５円です。

問合先　役場環境生活課環境生活係（内線５６２）

資源集団回収を始めてみませんか資源集団回収を始めてみませんか

2024.2１１


